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来年４月１日から公表制度スタート
Q 違反対象物の公表制度とは？
　重大な消防法令違反が認められる建物を
津市ホームページで公表して、市民に情報
を提供する制度です。

Q 公表制度の対象となる建物は？
　劇場や映画館、飲食店や百貨店、ホテ
ル、病院や社会福祉施設など不特定多数の
人または自力避難が困難な人が出入りする
建物です。

Q 重大な消防法令違反とは？
　建物の面積などにより設置が義務付けら
れたスプリンクラー設備、屋内消火栓設
備、自動火災報知設備が設置されていない
違反のことです。

Q なぜ来年４月１日からスタート？
　市民の皆さんや
建物の関係者に周
知する期間を設け
るためです。

Q ホームページで公表される内容は？
●建物の名称　例：○○ビル
●所在地　　　例：津市○○町○－○
●違反の内容　例：自動火災報知設備の未設置

　11月９日(木)から15日(水)までの
１週間、全国一斉に秋の火災予防運
動が実施されます。冬から春にかけ
て空気が乾燥し、暖房器具を使用す
るなど火災発生の危険性が高まりま
すので、火の元には十分に注意し、
火災を起こさないようにしましょ
う。万が一、火災が起こったとき
は、119番通報、初期消火、安全な
場所への避難など、けがをしないよ
うにするとともに、被害が少なくな
るように努めてください。
　また、平成30年４月１日から、違
反対象物公表制度が始まります。こ
の制度は、建物の利用者が安心して
利用することができるように、重大
な消防法令違反のある建物について
情報提供するものです。


